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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する 

環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量 

（概要） 

 

令和８年３月 

環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室 

経済産業省イノベーション・環境局 GXグループ環境政策課 GX推進企画室 

林野庁森林整備部森林利用 課 

 

１．制定の背景 

○ 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）第 26 条第

１項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」

については、特定事業所排出者は基礎排出量及び調整後排出量を報告するこ

ととされている。 

○ 令和５年９月から令和７年６月までの「温室効果ガス排出量算定・報告・公

表制度における算定方法検討会」※において、温室効果ガス排出量算定・報告・

公表制度における森林吸収等の扱いについて議論され、任意で調整後排出量

の算定に用いることができるようにすべきとされた。 

※：温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会 

   https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/study.html  

〇 これに伴い、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改

正する命令（令和８年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・

厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省、防衛省令第１号。

以下「改正報告命令」という。）により、報告事項に、森林吸収等に係る事項

を定めることから、改正報告命令第１条第８号に規定する森林等炭素蓄積変

化量として環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定めるものについて、

新たに告示を制定するもの。 

 

２．概要 

○ 改正報告命令第１条第８号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水

産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量を規定する。概要は次のとおり。 

・ 森林について、「（樹種及び林齢の区分ごとの森林の蓄積の変化量（m3）×

樹種及び林齢の区分ごとの環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が公表

する係数）を合算して得られる炭素蓄積の変化量×44/12」で得られる二酸

化炭素の量 

・ 森林以外の土地の森林への用途の変更又は森林の森林以外の土地への用

途の変更について、「（用途を変更した土地の面積（ha）×土地の用途の変更

https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/study.html
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による 20 年間の炭素蓄積の変化量に係る環境大臣、経済産業大臣及び農林

水産大臣が公表する係数÷20）で得られる炭素蓄積の変化量×44/12」で得

られる二酸化炭素の量 

・ 木材について、「（品目及び樹種の区分ごとの使用量（m3又は kg）×品目及

び樹種の区分ごとに環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が公表する係

数）を合算して得られる炭素蓄積の変化量×44/12」で得られる二酸化炭素

の量 

 

〇 また、留意事項として、以下の事項を規定する。 

・ 森林等炭素蓄積変化量を報告した場合、当該報告の年度の翌年度以降、毎年

度森林等炭素蓄積変化量を報告すること。 

・ 森林について、適切な選定の方法と認められる場合、所有する森林の一部を

選定して算定できること。 

・ 森林について、実測を用いて算定できること。 

・ 土地の用途の変更を算定する者は、森林についても算定すること。 

・ 木材について、森林等炭素蓄積変化量の増加量を報告した年度の翌年度から

譲渡、廃棄又は滅失までの間は、当該増加量を零と算定すること。 

・ 建築物その他の工作物に使用した木材に係る森林等炭素蓄積変化量は、当該

建築物その他の工作物の建築時に、従前建築されていた自ら所有する建築物

その他の工作物における廃棄又は滅失した木材の森林等炭素蓄積変化量を報

告している場合に限り、算定することができること。ただし、当該廃棄又は滅

失した対象木材の材積又は重量が不明な場合は、当該建築物その他の工作物

の床面積に環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が公表する単位床面積

当たりの炭素蓄積の変化量に係る係数を乗じて得られる変化した炭素蓄積の

量に、十二分の四十四を乗じて得られる二酸化炭素の量に代えることができ

ること。 

 

３．根拠条項 

〇 改正報告命令第１条第８号 

４．今後の予定 

○ 適用期日：令和８年４月１日 

 

５．参照条文 

〇 地球温暖化対策の推進に関する法律第 26条第１項 

〇 改正報告命令第１条第８号                    

以上 


